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②環境教育・環境学習の推進 

市内の小学生を対象に、大気や水環境を守る業務の概要や環境の現状、大気・水環境の大切

さ、みんなにできること等について直接伝える環境教育として、出前授業やイベント等を実施し

ています。 

また、市民等に環境配慮の考え方・行動が定着することをめざし、環境学習の教材プログラ

ム、人材育成を充実するとともに、市民や学校等における環境学習を支援しています。 

 

１ 大気を身近に感じる環境調査等の取組の推進（Ⅱ-１-①-４関係） 
生活に不可欠な要素であるにも関わらず、理解することが難しい大気のきれいさを実感しても

らうための市民参加型の調査を実施しています。また、この調査結果を活用して、調査ガイドブ

ックを充実させていくことにより、市民の調査への更なる参加を促しています。 

令和５(2023)年度の取組については、「リーディングプロジェクト４(P.22)」を御覧ください。 

 

２ 環境シビックプライドの醸成による環境配慮行動の促進（Ⅱ-１-②-１関係） 
(1) 市内の小中学校への出前教室の実施 

本市が市民・事業者・行政の連携により環境改善を図ってきた歴史や、現在の本市の環境

をとりまく状況への理解を促し、地域への愛着を育てることにより、環境シビックプライド

（市民の環境面の誇り）を醸成し、自ら進んで環境配慮行動をおこせる人材を育成すること

を目指して、大気・水環境分野の出前授業を実施しています。 

令和５(2023)年度の取組については、「リーディングプロジェクト２(P.20)」を御覧くださ

い。 
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